
 

Q１ どのように令和８年度に休日の中学校部活動が地域クラブ活動になるの？  

A 令和 8 年度には学校が行う休日の中学校部活動（以下部活動）がすべて終了します。菰野町で

は、今ある部活動と同じ種目を「元気アップこものスポーツクラブ」等に用意してもらい、できる

限り継続して活動できるようにしていく予定です。このような活動を地域クラブ活動といいます。 

 

Q２ 地域クラブ活動には参加しないといけないの？  

A 休日の地域クラブ活動は学校の活動ではないので参加は自由です。地域クラブ活動に無い、ほ

かの種目をやってみたい人、休日には家族と過ごしたい人や勉強したい人などは、地域クラブ活動

に参加せず、自分の「やりたい」活動を自由に選択することも可能です。 

 

Q３ 地域クラブ活動は誰が指導してくれるの？  

A 指導者としての資格を持った方、専門的な知識をもった方、その種目の指導経験のある方など、

その種目を専門的に指導することができる地域の方が生徒のみなさんを指導してくれます。指導者

は、元気アップこものスポーツクラブに登録されている方で、指導中の事故やケガなどに備えた保

険にも入り、責任をもって生徒のみなさんを指導してくれます。また、指導者は定期的に指導者の

研修会にも参加し、指導者としてのスキルを積み重ねていきます。指導者の中には元教員の方や、

許可を受けて平日から継続して指導をしてくれる現職教員もいます。 

 

Q４ 令和７年度はどう変わるの？  

A 令和７年度は、今ある部活動のすべての種目で、休日は部活動の顧問の先生と、元気アップこ

ものスポーツクラブの専門的な指導者が一緒に指導を行ってもらえる日を設定していく予定です。

指導をしてもらう中で、指導者と生徒のみなさんとの信頼関係をつくっていったり、指導に慣れて

いったりしてもらいます。こうして、令和８年度中に部活動が終了し、地域クラブ活動になっても、

生徒のみなさんが地域クラブ活動にスムーズに参加してもらえるように準備を進めていきます。 

サッカーは、準備がほかの種目よりも進んでいるため、令和６年度から休日の部活動を先行して

終了し、地域クラブ活動として実施しています。令和７年度においては、野球、ソフトボール、ハ

ンドボールも休日の部活動を先行的に終了させ、地域クラブ活動として活動する予定です。 
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Q５ 通学している中学校にない地域クラブ活動に参加することはできるの？ 

A 休日の部活動を終了し、完全に地域クラブ活動として活動する予定であるサッカー、野球、ソ

フトボール、ハンドボールの４種目は、令和７年度については、どちらの中学校に通っていても参

加することができます。学校にはその種目はないけれど、「やってみたい」と思っていた人はぜひ参

加してみてください。どのような活動をするのかは元気アップこものスポーツクラブにお問い合わ

せください。それ以外の種目は、令和７年度は部活動として活動することもあるため、通学してい

る中学校にその種目の部活動がない場合は、参加することはできません。令和 8 年度の完全移行に

向けて、生徒のみなさんがいろいろな選択ができるように、今後も整備を進めます。 

 

Q６ 地域クラブ活動は練習だけ？大会やコンクールには出るの？  

A 令和８年度の休日の部活動終了までは、Q３のように、基本的に、休日の部活動は地域クラブ活

動の指導者が顧問の先生と一緒に指導してくれますので、指導者や顧問と一緒に練習することにな

ります。また、大会やコンクールも基本的に所属している学校で出ることになります。ただし、令

和８年度の休日の活動終了後からは、休日の活動（練習や大会、コンクールへの参加）はすべて地

域クラブ活動として行います。練習は地域の指導者のみで指導し、大会やコンクールも地域クラブ

活動として出ることになります。 

＊令和７年度から、サッカー、野球、ソフトボール、ハンドボールは練習や練習試合、公式の大会

等も地域クラブ活動で行う予定です。 

 

Q７ 学校の平日の部活動に所属しながら、地域クラブ活動に参加することはできるの？ 

A  平日に菰野中学校のテニス部に所属し、休日はテニスの地域クラブ活動に参加するといった、

同じ種目を平日と休日に行う場合は問題なく参加することができます。 

また、Q５にある地域移行する予定の４種目においては、平日に参加している部活動が異なって

いても参加することができます。例えば、八風中学校で平日は卓球部に参加し、休日はサッカーの

地域クラブ活動に参加するといった場合です。なお、地域クラブ活動に参加する場合は必ず事前登

録を元気アップこものスポーツクラブにしておく必要があります。当日に急に参加することはでき

ませんので注意してください。  

部活動と地域クラブ活動の練習や大会が重なってしまったときには、学校の顧問の先生や地域ク

ラブ活動の指導者と相談をして、どちらに参加するか決めてください。 

 

 

 



Q８ 平日の部活動に入部せず、地域クラブ活動にのみ参加することはできるの？ 

A 例えば、八風中学校には平日の部活動としてのサッカー部がないため、平日はどこの部活動に

も入部せず、休日のみ地域クラブ活動のサッカーに参加するといった場合が考えられます。このよ

うな場合は休日の地域クラブ活動のみの参加が可能です。他にも、Q５にある地域移行する予定の

地域クラブ活動は、平日の部活動に参加せず、休日の地域クラブ活動のみの参加が可能です。それ

以外の地域クラブ活動は、部活動として活動することもあるため、参加することはできません。 

なお、中学校の３年間は、心も身体も大きく成長する時期です。平日の部活動は生徒のみなさん

の成長にとても大きな役割を果たしてきました。それと同時に、部活動に限らず、学校以外の活動

においても、取り組む活動をみなさんが自分から率先して選び、目標をもって過ごすことは、今後

の成長に大きくつながるものです。おうちの方とよく相談して、みなさんが自分のやりたい活動を

しっかりと自分の意志で選び、充実した生活となるように入部等の決定をしてください。 

 

Q９ 令和８年度からの休日の地域クラブ活動にはどんな種目があるの？  

A 元気アップこものスポーツクラブが令和８年度からの実施予定講座一覧を作成していますので、

そちらを参考にしてみてください。令和７年度は、現在学校にある部活動と同じ種目が地域クラブ

活動として行われる予定です。 

 

Q10 途中で地域クラブ活動へ入会したり退会したりすることはできるの？ 

A 途中で地域クラブ活動へ入会したり退会したりすることができます。ただし、年度当初に同じ

種目で他の団体に登録していた場合は大会等に出られない種目や活動があります。各種目で異なり

ますので、詳しくは元気アップこものスポーツクラブを通じて大会主催者に確認してください。 

 

Q11 地域クラブ活動の活動日程はわかりますか？  

A 令和 7 年度は、まだ学校の部活動も実施しているため、活動日は月１～２回を目安に考えてい

ます。学校を通じて、「部活動の日」か「地域クラブ活動の日」か分かるように月予定表を出す計画

です。 

令和 8 年度以降は実施回数を増やしていく予定です。種目によっては、月に複数回活動を行った

り、大会参加を目指して長期休業中も活動をしたりすることがあります。予定表はひと月前を目安

として、地域クラブ活動の指導者から連絡を行うことを想定しています。 

 

 

 



Ｑ12 地域クラブ活動では会場まではどうやって行けばいいの？  

A 徒歩や自転車（ヘルメット着用）、公共交通機関、おうちの方の送迎等です。引率の教員はいな

いため、基本的に現地集合、現地解散となります。 

 

Ｑ13 お金はかかるの？ 

A 地域クラブ活動は学校の活動ではないので、他の習い事と同じように、将来的に指導者への謝

金や保険料等のお金が必要になってくる予定です。令和７年度は、国のお金などを活用しながら、

みなさんの負担が少なくなるように進めていく予定ですが、大会や練習試合、使用する道具等の必

要になるお金は、今までの部活動と同じように必要です。 

 

Q14 どうやって申し込むの？申し込みのときに気をつけることは？  

A 令和７年度に関しては、元気アップこものスポーツクラブから 4 月に参加者申込用紙（仮）が

学校を通じて配付される予定です。生徒のみなさんは、おうちの方とよく相談をし、必ずおうちの

方の許可を取ったうえで申し込むようにしてください。 

 

Q15 部活動を理由に、学区外通学をしている（予定している）場合、「地域クラブ活動」に

移行されることを理由に、部活動を途中で退部することは可能ですか？ 

A 地域クラブ活動に移行されることを理由として、学校部活動を途中で退部することは原則でき

ません。休日の学校部活動は令和８年度中に終了し、地域クラブ活動に移行されますが、平日の学

校部活動は令和８年度では続いている予定です。そのまま、平日の学校部活動に参加をしてくださ

い。ただし、今後の動向等によっては、令和８年度より前に平日の部活動が縮小されたり、地域ク

ラブ活動に移行されたりする可能性があります。平日の部活動が終了した場合は、学区外申請に対

して「部活動への配慮」を理由とすることができなくなる可能性もありますのでご理解ください。

このことについては、在籍小学校や菰野町教育委員会からの説明を聞いて、確認をしたうえで、申

請を行うようにしてください。 

 

 

 

 

 


